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EUにおける化学物質の安全性は、国際基準である世界調和システ
ム（GHS）に基づくCLP規則（EC）No 1272/2008によって規制されてい
ます。CLP規則は、EU域内における化学物質及び混合物の分類と表示
の基盤となります。
EU域内で化学製品を製造、輸入、または販売するすべての企業は、
CLP規則の要件を遵守しなければなりません。2020年に発表された
「持続可能性のための化学物質戦略」および「グリーンディール」の
一環として、EU委員会は2022年末にCLP規則の改正案を提案し、
CLP規則の改正は二段階で実施されました。

1. 新規危険性クラスの導入
2. CLP規則の適応

CLP: Classification, Labelling and Packaging Regulation（分類・表示・包装規則） 

テュフ ラインランド ジャパン株式会社
カスタマーサービス
info@jpn.tuv.com

新たな危険性クラス
CL P 規則に基づく委任規則（EU）2023/707*1 により、4つの新たな危険
性クラスが導入されました。
•	 ヒトの健康に影響を及ぼす内分泌かく乱作用
•	 環境に影響を及ぼす内分泌かく乱作用
•	 残留性、生物蓄積性及び毒性、または極めて残留性が高く極めて生物

蓄積性の高い特性
•	 残留性、移動性及び毒性、または極めて残留性が高く極めて移動性の

高い特性

CLP規則の改正

規則（EU）2024/2865*2は、化学物質の分類、表示及び包装に関する重要な革新を採用しており、安全性及び透明性の向上に向けた重要な一歩とな
ります。多くの調整には18～24ヶ月の移行期間が適用されますが、販売に関してはより長い移行期間（42～48ヶ月）が適用されます。オンライン小売
業者、製造業者、輸入業者、販売業者はプロセスを適応させる必要があります。移行期間が長いため、新たな要件を実施する時間は十分にあります。
ただし、企業は潜在的な罰則を避けるため、早期に実施を開始するのがよいでしょう。

*1) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/oj/eng 

*2) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2865/oj?eliuri=eli%3Areg%
3A2024%3A2865%3Aoj&locale=en

欧州CLP規則の改正

お客様への重要な変更点

▪ 新たな可読性要件 - ラベル上の最小文字サイズおよび行間スペース

・包装容量に応じた要件

・ 最大 0.5 リットルまでの容器、1.2mm ／ 0.5 ～ 3 リットルの容器、
1.4mm ／3 ～ 50リットルの容器、 1.8mm ／50リットル以上の容器、
2.0mm ／行間は 120%

・文字色は白地に黒

▪ 原材料サプライヤーによる厳格な自己評価後の更新期限は、サプライ
チェーン内の各ステーションにつき最大 6 ヶ月です。

▪ 折り畳みラベルは現在、通常のラベルと同様に扱われます。

・表面の仕様：全言語のピクトグラム（図や記号）およびシグナル

ワード、UFI、ならびに言語コード付きの内面ページへの参照表示。

▪ デジタルラベルの使用が可能

▪ 危険物に分類される物質または混合物の広告には、必要なピクトグ
ラム、注意喚起語、H フレーズ （Hazard Statements）または EUH
フレーズ（EU-specific Hazard Statements）を含める必要があります。

・ 「製品のラベルに記載されている情報を必ずお読みいただき、その
指示に従ってください」

・音声広告については例外があり、ピクトグラムと注意喚起語は適用
されません。

▪ オンライン提供における必須情報。すべての表示要素（危険表示
記号など）はオンライン上でも表 示されなければなりません。 

（EU 供給者においても同様）

▪ 環境主張（「グリーン主張」）への言及は削除されました。

▪ 10 ミリリットル未満の少量製品（例：文具、ペン、接着剤チューブ、
絵の具チューブ内の混合物）に関する規制が導入されました。

・該当する場合、内包装への GHS01、GHS05、GHS06、GHS08 の
ピクトグラムおよび製品識別子の表示が義務付けられます。

▪ 毒物情報センターへの通知について ― 該当する情報を受け取る
機関として当庁を指定することも可能です。

▪ 販売業者の義務に関するさらなる明確化


